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事 務 連 絡 

令和２年９月 23 日 

各都道府県 

財政担当課 

市町村担当課   御中 

地方創生担当課 

 

令和２年度新型コロナウイルス感染症対策予備費の使用の閣議決定を踏まえた 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の取扱について 

 

内閣府地方創生推進室 

 

令和２年９月 15 日に令和２年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費の使用が

閣議決定されたことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱

（令和２年５月１日付け通知。令和２年６月 24 日一部改正。）について別添のとおり所要の

改正を行うとともに、「令和２年度第２次補正予算の成立を踏まえた新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金の取扱について」（令和２年６月 24 日付け事務連絡）の別表１（交

付限度額の算定対象となる国庫補助事業（算定率 1.0）（改訂版））につきましても、改訂し

ましたので通知します。 

各地方公共団体におかれましては、引き続き、本交付金の趣旨を十分に踏まえ、交付金を

有効に活用し、事業の実施に取り組むようお願いします。なお、都道府県におかれましては、

貴管内市町村へもこの旨周知されますようよろしくお願いします。 

 

 

＜関係資料一覧＞ 

別表 1 交付限度額の算定対象となる国庫補助事業（算定率 1.0）（改訂版） 

別表 2 交付限度額の算定対象となる国庫補助事業（算定率 0.8）（参考） 

別添 1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱（改正後） 

別添 2 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱（新旧対照） 
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総 行 政 第 ３ ４ ０ 号 

入 管 庁 支 第 ２ ７ ３ 号 

２ 文 科 政 第 ９ ０ 号 

厚生労働省発会０９１８第２号 

２ 農 振 第 １ ７ ９ ２ 号 

２ ０ ２ ０ ０ ９ １ ５ 財 地 第 ２ 号 

国 総 政 第 ２ ０ 号 

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ３ 日 
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文部科学事務次官       

厚生労働事務次官       

農林水産事務次官       

経済産業事務次官       

国土交通事務次官       

 

 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱の改正について 

 

 

今般、別添のとおり「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要

綱」を改正したので、通知する。 

 都道府県におかれては、貴管内市町村に対して本制度要綱を周知していただくよう

お願いする。 
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新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱の改正について 

 

 

今般、別添のとおり「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要

綱」を改正したので、通知する。 

  

 



別表１ (交付限度額の算定対象となる国庫補助事業（算定率１.０））

（い） （ろ）

対象事業
対象事業を

所管する大臣

子どものための教育・保育給付交付金 内閣総理大臣

子ども・子育て支援交付金 内閣総理大臣

都道府県警察費補助金 内閣総理大臣

緊急消防援助隊設備整備費補助金 総務大臣
公立学校施設整備費負担金
（公立特別支援学校施設整備費に限る）

文部科学大臣

学校施設環境改善交付金
（公立学校施設の衛生環境の改善及び安全で安心にスポーツができる体育
館・武道場の施設整備に係るものに限る）

文部科学大臣

義務教育費国庫負担金 文部科学大臣

教育支援体制整備事業費補助金
（補習等のための指導員等派遣事業（学力向上を目的とした学校教育活動
の支援及びスクール・サポート・スタッフの配置に限る）に限る）

文部科学大臣

学校保健特別対策事業費補助金
（感染症対策のためのマスク等購入支援事業、特別支援学校スクールバス
感染症対策支援事業及び学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支
援事業に限る）

文部科学大臣

学校臨時休業対策費補助金 文部科学大臣

私立高等学校等経常費助成費補助金（教育改革推進特別経費（教育の質の
向上を図る学校推進経費（私立高等学校等への学校再開等支援に限る）に
限る）に限る）

文部科学大臣

医療提供体制推進事業費補助金
(看護師養成所等における実習補完事業に限る）

厚生労働大臣

感染症予防事業費等負担金 厚生労働大臣

感染症医療費負担金 厚生労働大臣

児童福祉事業対策費等補助金
（感染防止に配慮した児童虐待・DV等相談支援体制強化事業及び児童の安
全確認等のための体制強化事業に限る）

厚生労働大臣

母子家庭等対策費補助金
（感染防止に配慮したひとり親家庭等相談支援体制強化事業に限る）

厚生労働大臣

次世代育成支援対策施設整備交付金 厚生労働大臣

母子保健衛生費補助金
（新型コロナウイルス感染症の流行下における妊産婦総合対策事業（オン
ラインによる保健指導等及び育児等支援サービスに限る）及び乳幼児健康
診査個別実施支援事業に限る）

厚生労働大臣

障害者総合支援事業費補助金
（障害福祉サービス等の衛生管理体制確保支援等事業、障害福祉サービス
等事業者に対するサービス継続支援事業、在宅障害者等に対する安否確認
等支援事業、特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援
事業、就労系障害福祉サービス等の機能強化事業、新型コロナウイルス感
染拡大に伴う地域活動支援センターや日中一時支援事業の受け入れ体制強
化等、障害者就業・生活支援センター事業機能強化事業及び新型コロナウ
イルス感染拡大に伴う訪問入浴サービス等体制強化事業に限る）

厚生労働大臣

社会福祉施設等施設整備費補助金
（障害者支援施設等の多床室の個室化に要する改修事業に限る）

厚生労働大臣

障害児入所給付費等負担金
（特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービスへの支援等事業
に限る）

厚生労働大臣

精神保健対策費補助金
（新型コロナウイルス感染症に対応した心のケア支援事業に限る）

厚生労働大臣

精神障害者医療保護入院費補助金 厚生労働大臣



精神障害者措置入院費負担金 厚生労働大臣

医療扶助費等負担金 厚生労働大臣

介護保険事業費補助金
（新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービ
ス継続支援事業に限る）

厚生労働大臣

疾病予防対策事業費等補助金
（新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への検査助
成事業に限る）

厚生労働大臣

後期高齢者医療給費等負担金
（後期高齢者医療給費負担金及び高額医療費等負担金に限る）

厚生労働大臣

国民健康保険療養給付費等負担金
（保険基盤安定等負担金（高額医療費負担金に限る）に限る）

厚生労働大臣

国民健康保険財政調整交付金（同交付金に対応する都道府県繰入金分に限
る）

厚生労働大臣



別表２ (交付限度額の算定対象となる国庫補助事業（算定率０.８））

（い） （ろ）

対象事業
対象事業を

所管する大臣

沖縄振興特定事業推進費補助金 内閣総理大臣

特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 内閣総理大臣

地方消費者行政強化交付金 内閣総理大臣

無線システム普及支援事業費等補助金
（高度無線環境整備推進事業に限る）

総務大臣

外国人受入環境整備交付金 法務大臣

公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 文部科学大臣
公立学校情報機器整備費補助金
（学校からの遠隔学習機能の強化事業及びGIGAスクールサポーター配置支
援事業に限る）

文部科学大臣

私立高等学校等経常費助成費補助金
（授業料減免事業等支援特別経費（家計急変世帯への授業料減免支援に限
る）に限る）

文部科学大臣

地方スポーツ振興費補助金
（スポーツによる地域活性化推進事業（地域スポーツコミッションの活動
再開支援事業に限る）に限る）

文部科学大臣

文化芸術振興費補助金
（文化施設の感染症防止対策事業に限る）

文部科学大臣

地域自殺対策強化交付金
（地域自殺対策強化事業のうち新型コロナウイルス感染症に対応した対面
相談事業、電話相談事業、SNS相談事業及び深夜電話相談強化事業に限る）

厚生労働大臣

生活困窮者自立相談支援事業費等負担金
（住居確保給付金に限る）

厚生労働大臣

生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
（自立相談支援機関等の強化事業、感染症拡大に伴う面接相談等体制強化
事業及び居宅生活移行緊急支援事業に限る）

厚生労働大臣

障害者総合支援事業費補助金
（障害福祉サービスにおけるテレワーク等導入支援事業及び障害福祉分野
のICT導入モデル事業に限る）

厚生労働大臣

介護保険事業費補助金
（通いの場の活動自粛下における介護予防のための広報支援事業に限る）

厚生労働大臣

職業能力開発校設備整備費等補助金 厚生労働大臣

６次産業化市場規模拡大対策整備交付金
（輸出先国の市場変化に対応した食品等の製造施設整備の緊急支援事業、
大径原木加工施設整備緊急対策及びコメ・コメ加工品輸出拡大緊急対策整
備事業に限る）

農林水産大臣

農業・食品産業強化対策整備交付金
（国産農畜産物供給力強靱化対策に限る）

農林水産大臣

担い手育成・確保等対策地方公共団体事業費補助金
（農業労働力確保緊急支援事業のうち農業機械等導入事業に限る）

農林水産大臣

中小企業経営支援等対策費補助金
（地域企業再起支援事業費に限る）

経済産業大臣

奄美群島振興交付金 国土交通大臣

小笠原諸島振興開発費補助金 国土交通大臣

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 国土交通大臣

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金 国土交通大臣
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新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱の一部を改正する決定 

 

令和２年９月 23 日 

事 務 次 官 決 定 

 

 「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱」（令和２年５月１日府地創第127号・消地協第113号・総行政第103号・入管庁支第161号・２文科政第25

号・厚生労働省発会0430第２号・２農振第284号・20200428財地第４号・国総政第３号事務次官連名通知 令和２年６月24日一部改正）の一部を次のように改正する。 

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分

に二重傍線を付した項を加える。 

 

改正後 改正前 

 

［略］ 

 

第２ 用語の定義等 

 

［略］ 

 

３ 交付対象事業 

交付金の交付対象事業は、次に掲げる基準に適合する事業とする。 

 

［略］ 

 

二 国の補助事業等にあっては別表に定める事業で国の令和2年度補正予算（第1

号、特第1号、第2号又は特第2号）に計上される事業、国の令和元年度当初予

算に計上された予備費により実施される事業（「新型コロナウイルス感染症に

関する緊急対応策」（令和2年2月13日新型コロナウイルス感染症対策本部決

定）又は「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策 －第2弾－」（令和

2年3月10日新型コロナウイルス感染症対策本部決定）に係るもので、地方公共

団体の令和2年度予算に計上されたものに限る。）、国の令和2年度当初予算に

計上された予備費により実施される事業（新型コロナウイルス感染症対策に係

るものに限る。）又は国の令和2年度補正予算（第1号又は第2号）に計上され

た予備費により実施される事業、地方単独事業にあっては地方公共団体の令和

2年度当初予算又は補正予算に計上され、実施される事業（令和2年度当初予算

に計上された事業にあっては、新型コロナウイルスの感染拡大の防止や感染拡

大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援、家賃支援を含む事業継続や

 
［同左］ 

 

第２ 用語の定義等 

 

［同左］ 

 

３ 交付対象事業 

交付金の交付対象事業は、次に掲げる基準に適合する事業とする。 

 

［同左］ 

 

二 国の補助事業等にあっては別表に定める事業で国の令和2年度補正予算（第1

号、特第1号、第2号又は特第2号）に計上される事業、国の令和元年度当初予

算に計上された予備費により実施される事業（「新型コロナウイルス感染症に

関する緊急対応策」（令和2年2月13日新型コロナウイルス感染症対策本部決

定）又は「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策 －第2弾－」（令和

2年3月10日新型コロナウイルス感染症対策本部決定）に係るもので、地方公共

団体の令和2年度予算に計上されたものに限る。）、地方単独事業にあっては地

方公共団体の令和2年度当初予算又は補正予算に計上され、実施される事業

（令和2年度当初予算に計上された事業にあっては、新型コロナウイルスの感

染拡大の防止や感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援、家賃

支援を含む事業継続や雇用維持等への対応、「新しい生活様式」を踏まえた地

域経済の活性化等への対応に特に必要と認められるものに限る。）又は令和2

年度予算に計上された予備費により実施される事業であること。 



雇用維持等への対応、「新しい生活様式」を踏まえた地域経済の活性化等への

対応に特に必要と認められるものに限る。）又は令和2年度予算に計上された

予備費により実施される事業であること。 

 

 

［略］ 

 

別表 対象事業 

（い） （ろ） 

交付対象事業 
交付対象事業を 

所管する大臣 

［略］ ［略］ 

介護保険事業費補助金 

（新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業

所等に対するサービス継続支援事業及び通いの場の活

動自粛下における介護予防のための広報支援事業に限

る） 

厚生労働大臣 

疾病予防対策事業費等補助金 

（新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の

高齢者等への検査助成事業に限る） 

厚生労働大臣 

［略］ ［略］ 

 

別紙 

 

［略］ 

 

１ 国の補助事業等の地方負担分 

 

国の令和2年度補正予算（第1号、特第1号、第2号又は特第2号）に計上される

事業、令和元年度当初予算に計上された予備費により実施される事業（「新型コロナ

ウイルス感染症に関する緊急対応策」（令和2年2月13日新型コロナウイルス感染症

 

 

 

 

 

［同左］ 

 
別表 対象事業 

（い） （ろ） 

交付対象事業 
交付対象事業を 

所管する大臣 

［同左］ ［同左］ 

介護保険事業費補助金 

（新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業

所等に対するサービス継続支援事業及び通いの場の活

動自粛下における介護予防のための広報支援事業に限

る） 

厚生労働大臣 

［項を加える。］ 

［同左］ ［同左］ 

 

別紙 

 

［同左］ 

 

１ 国の補助事業等の地方負担分 

 

国の令和2年度補正予算（第1号、特第1号、第2号又は特第2号）に計上される

事業、令和元年度当初予算に計上された予備費により実施される事業（「新型コロナ

ウイルス感染症に関する緊急対応策」（令和2年2月13日新型コロナウイルス感染症



対策本部）又は「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策 －第2弾－」（令和

2 年 3月 10 日新型コロナウイルス感染症対策本部）に係るもので、地方公共団体の

令和2年度予算に計上されたものに限る。）、令和2年度当初予算に計上された予備費

により実施される事業（新型コロナウイルス感染症対策に係るものに限る。）又は令

和2年度補正予算（第1号又は第2号）に計上された予備費により実施される事業の地

方負担額を基礎として、別に定める算定率を用いて、以下のとおり算定した額とする。 

 なお、別表に定められた国庫補助事業等の他、国の負担又は補助の割合が法令の規

定により定められている国庫補助事業等の地方負担額についても算定対象とする。 

 

 

 

×算定率 

 

 

 

［略］ 

 

対策本部）又は「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策 －第2弾－」（令和

2年3月10 日新型コロナウイルス感染症対策本部）に係るもので、地方公共団体の

令和2年度予算に計上されたものに限る。）、令和2年度当初予算に計上された予備費

により実施される事業（新型コロナウイルス感染症対策に係るものに限る。）又は補

正予算（第1号）に計上された予備費により実施される事業の地方負担額を基礎とし

て、別に定める算定率を用いて、以下のとおり算定した額とする。 

なお、別表に定められた国庫補助事業等の他、国の負担又は補助の割合が法令の規

定により定められている国庫補助事業等の地方負担額についても算定対象とする。 

 

 

 

×算定率 

 

 

 

［同左］ 

 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 

附 則 
 この決定は、令和２年９月23日から施行する。 
 

国の令和２年度補正予算（第1号、特第1号、第2号又は特第2号）、

令和元年度予備費第１弾・第２弾及び令和 2 年度予備費（新型コロナ

ウイルス感染症対策に係るものに限る。）により実施する国庫補助事業

等の地方負担額（地方公共団体の令和 2 年度予算に計上されたものに

限る。）の合計額  

国の令和２年度補正予算（第1号、特第1号、第2号又は特第2号）、

令和元年度予備費第１弾・第２弾及び令和 2 年度予備費（新型コロナ

ウイルス感染症対策に係るものに限る。）により実施する国庫補助事業

等の地方負担額（地方公共団体の令和 2 年度予算に計上されたものに

限る。）の合計額  
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